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監査役会と内部監査部門の理想的な関係

　研究会No.38
　　（監査役会と内部監査部門の理想的な関係に関する研究会）

はじめに～当研究会の狙いと提言の
概要～

当研究会は、日本型コーポレートガバナン

スの質を向上するための重要な改革の一つ

が、監査役会と内部監査部門の位置付けを明

らかにして、両機関の理想的な関係を構築す

ることであると考えている。

この観点から、次の３点を中心に研究を続

けてきた。

①�　日本の上場会社において、ガバナンス

機能（経営（者）の監視・監督機能）を
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担う監査役会と、経営者（社長）に直属

している内部監査部門はどのような関係

が最も望ましいのか。

②�　監査役会と内部監査部門の連携とは、

具体的に何を指しているのか。単なる情

報交換の域にとどまらない、真に必要な

「連携」あるいは「協働」の実務とはど

のようなものか。

③�　英米の内部監査部門は、監査機能上

「Audit�Committee（監査委員会）」の指

揮下にあるが実際に機能しているのだろ

うか。もし機能しているとすれば、日本

企業はそこから何を学ぶべきか。

研究の成果として、監査役会と内部監査部

門がそれぞれに抱えている課題を克服して、

期待されているガバナンス機能を十分に発揮

するための提言をまとめた。提言の概要は、

以下のとおりである。

１�．監査役会と社長への「２系統の報告
経路」の確立
現在、社長の全面指揮下にある内部監査部

門を、監査機能上は監査役会を報告先（注１）

（指揮・監督を受ける先）とするように改め

る。内部監査部門は、監査役会（監査機能上

の報告先）と社長（部門運営上の報告先）へ

の「２系統の報告経路（Dual�reporting� line

（注１）」を確立する。

内部監査部門は職責としてガバナンス機能

の一部を担っていること、および社長から組

織上独立していることを社内・外に明確に宣

言する。

２�．監査役会と内部監査部門の真の協働
体制構築
内部監査基本規程の改定、内部監査計画の

策定、内部監査部門長の異動などは、取締役

会決議に先立って監査役会が承認するように

改める。監査役会は、内部監査部門の活動を

評価するとともに、必要な支援を行う。内部

監査部門は、監査役会が求める監査に取り組

むなど、ガバナンス面でも経営に貢献する。

３�．日本内部監査協会と日本監査役協会
の共同研究推進
両協会は力を合わせて、「２系統の報告経

路」の確立および両機関の協働実務について

の研究と普及に努める。

Ⅰ�．コーポレートガバナンスに関す
る海外の評価

Ⅰ－１．海外からの主な批判
わが国上場会社のコーポレートガバナンス

については、海外の機関投資家などから厳し

い批判が寄せられている。主な批判は、ほぼ

次の３点に集約される。

⑴　独立社外取締役の少ない取締役会
社内出身の業務執行取締役が圧倒的多数

で、独立社外取締役がいない、いたとしても

その数は極めて少ない。このようなメンバー

で構成されている取締役会は、ガバナンス機

能（経営（者）の監視・監督機能）を発揮し

ていないのではないか。

⑵　議決権を有しない監査役
監査役会は、取締役会から独立したガバナ

ンスの専門機関として設置されており、監査

役は取締役会に出席して意見を述べることが

できるというが、取締役会での議決権（代表

取締役の選任・解任権を含む）がなければ無

力ではないか。

⑶�　社長の全面指揮下にある内部監査部門
内部監査部門は、ほとんどの上場会社にお

いて社長直属の組織として設置されている。

しかし、ガバナンス機関への報告経路が確立

していないので、社長からの独立性が担保さ

れておらず、ガバナンス機能の一部を担う役

割を果たせていないのではないか。
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Ⅰ－２．批判に対する当研究会の見解
⑴　取締役会・独立社外取締役について
社内における最高意思決定機関である取締

役会に、社外監査役に加え社外取締役の「社

外の目」を入れることが事実上義務化された。

会社法の改正（2015年５月１日施行）とコ

ーポレートガバナンス・コード（以下、「コー

ド」）を含む上場規程の改定（2015年６月１

日運用開始）を受けて、１部・２部上場会社

では複数の独立社外取締役の選任が急速に進

んでいる。

しかしながら、英米のように「独立社外取

締役過半数」として取締役会を専ら監督機関

（モニタリング型）とする日本の会社は少な

い。

多くの日本企業の取締役会は、業務執行の

意思決定を中心的な役割とする、いわゆるオ

ペレーション型（マネジメント型とも言われ

ている）で運営されている。日本の経営者

は、「執行」と「監督」の分離の必要性は理解

するものの、「（基本方針の）決定」と「執行」

の分離には強い違和感を覚えている。なぜな

ら、業務執行取締役が自ら「決定」したこと

を、責任を持って「執行」するという日本流

の経営哲学と手法の良さを実感しているから

である。

⑵　監査役（会）について
日本企業のガバナンス機能は、本来、取締

役会＋監査役会が担うべきである。しかし、

社長主導の取締役会（取締役の大半が業務執

行取締役で社長の部下。議長は社長）を、最

高のガバナンス機関として位置付けることに

は疑問が残る。多くの日本企業においては、

監査役会をガバナンスの専門機関として位置

付けて、複数の独立社外取締役などがその機

能を補完している、というのがガバナンス体

制の現状である。

監査役は取締役会での議決権を有しないも

のの、会社法上、強力な権限を与えられてい

る。また監査役会という独立機関として形成

する意見には、社長への抑止力として十分な

重みがある。

監査役会制度は、いくつかの課題は抱えて

いるものの、日本の文化・社会や経営者の意

識にマッチした優れた日本型ガバナンス体制

の要であると考える。

⑶　内部監査部門について
社長の全面指揮下にある内部監査部門で

は、社長が望まない監査はできないのではな

いか、との批判には真摯に耳を傾けるべきで

ある。

今回の東芝の調査報告書（注２）は、「経営

監査部は経営トップである社長が所管してい

たものであったことから、社長の意向に反す

ると担当者らが考える事項については、必要

な指摘等を行うことできなかった疑いが存在

する」と述べている。

「コード」の補充原則４−13③では、「上場

会社は、内部監査部門と取締役・監査役との

連携を確保すべきである」と言及している。

これは今後内部監査部門が広範囲に認知され

ていくうえでの重要な第一歩を記したものと

して評価したい。

しかし、ガバナンス機能の重要な一翼を担

っている点への言及は見当たらず、連携とは

何を指しているのか、具体的に何をすれば連

携が達成できるのかも明らかにされていな

い。

内部監査部門の位置付けの明確化と、監査

役会と社長への「２系統の報告経路」の確立

を早急に実現して、海外からの批判に応える

ことが必要である。

Ⅱ．監査役会が抱えている課題

Ⅱ－１．海外で理解されていない監査役
会制度
日本の監査役会制度は、世界的に普及度の

高い英米型一層式モデルや、ドイツに代表さ

れる垂直型二層式モデルとも異なり、取締役
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会と監査役会が並列する独自のガバナンス構

造に立脚する。この独自性は、業務執行に対

する監視・監督が取締役会と監査役会の双方

でなされ、かつ監査役会は取締役会に対して

も監視・監督機能を持つという複雑性を生ん

でいる。また同制度は度重なる法改正に伴い、

機能・権限が変遷してきた歴史が相乗し、海

外ステークホルダーにとり分かりにくいもの

となっている。更に取締役会での議決権の無

い監査役の位置付けや、社外取締役の導入が

進まない状況も、日本固有のコーポレートガ

バナンス上の論点として現在に至っている

（注３）。

このような状況を改善するため、日本

監査役協会は監査役の英文呼称を従前の

Corporate�Auditor から Audit�&�Supervisory�

Board�Member に変更し（注４）、監査役（会）

は取締役会と協働して Supervisory（監督）

機能を担っていることを明らかにするととも

に、各種英文資料を揃えるなど、その機能実

態をより海外ステークホルダーに理解しても

らうべく周知努力を継続している（注５）。

一連の周知努力に対して海外ステークホル

ダーの一部からは、独立かつ意識の高い監査

役がコーポレートガバナンスの一翼を担って

いること、監査役のプラクティスの一部は英

米のAudit�Committee にも採用可能であるこ

と等の理解も出始めている。その一方で監査

役に付与されている権限が強力すぎるために

行使しにくいなどの点から、ガバナンス・モ

デルとしてのAudit�Committee の優位性を主

張する論調が海外ではいまだ支配的と思われ

る（注６）。

Ⅱ－２．広範囲に拡大している監査スコ
ープ
現在、監査役の職務は、大きく業務監査と

会計監査に類型化される。業務監査では会社

法、金融商品取引法、業法、その他すべての

法令に対して、取締役の職務執行の遵守状況

を評価することが求められている。

また改正会社法では、海外子会社を含む企

業集団の隅々まで張り巡らされた内部統制シ

ステムについて、従前の構築状況に加えて、

運用状況もその監査対象となり業務負荷の拡

大が予想されている。

会計監査では、会計監査人の監査の方法と

結果に対する相当性判断と、会計監査人の職

務の遂行が適正に実施されることを確保する

ための体制の整備評価が求められている。

監査役会と英米型Audit�Committee を比較

すると、前者は後者に比べて取締役会議決権

および代表取締役の選任・解任権は持たない

ものの、独立調査権や差止請求権など強力な

権限が法的に保障されている。また監査実務

の側面では、監査役には会計監査の相当性判

断や業務監査における内部統制システムの

有効性評価など、直接的な監査人としての

役割が期待されている（注７）。一方、Audit�

Committee の取締役・監査委員はレビュー手

続きを介して、会計監査人や内部監査人の監

査報告に依拠する間接的な役割が期待されて

いる（表１）。

以上のように、監査役は強力な権限の下、

直接監査を実施する監査人としての職能が期

待されており、英米のAudit�Committee に比

べてもその監査スコープは広範であり、今後

更に拡大する方向にある。

Ⅱ－３．絶対的に不足している監査資源
会社法では、監査役会の構成として最低３

名の監査役が要求されるとともに、そのうち

半数以上が社外監査役でなければならない

（注９）。しかし社外監査役は多くの場合非常

勤であるため、日々の監査実務を担当するの

は常勤監査役となる。直近の調査では、常勤

監査役の平均人数は上場会社1社当たり1.47

名である（注10）。

また監査役スタッフは、半数以上の上場会

社で配置されていない。専属スタッフの配置
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は５社に１社程度に過ぎず、その数も１社当

たり１名か２名に留まっている（注10）。３

社に１社程度は兼任スタッフのみを設置して

いるが、一般に兼任者は主務を抱えているこ

とから、専属スタッフ並の時間を割くことは

困難と推察される。

前項で見た広範な監査スコープの更なる拡

大傾向を勘案すると、監査資源（数とスキル）

は絶対的に不足していると言わざるを得な

い。

Ⅱ－４．監査役会と内部監査部門のあい
まいな関係
監査資源が不足している監査役会にとっ

て、内部監査部門の活用は不可欠であるが、

同部門との関係性（指揮命令関係）は明瞭で

はない。

日本監査役協会の監査役監査基準では、「内

部監査部門その他内部統制システムにおける

モニタリング機能を所管する部署」を内部監

査部門等と定義して監査役会が連携すべき先

としている。ここでいう内部監査部門等とは、

本来の内部監査部門に加え、内部統制システ

ムのモニタリングを部分的に所管する部署

（例えば、内部統制部、コンプライアンス部、

法務部など）も包含する広義のモニタリング

機能部門の集合を示唆している（注11）。

このため、日本監査役協会は、監査役会は

内部監査部門等に直接指示できる権限を有し

ないとの見解を海外に向けて公式に発表して

いる（表２）。

監査役会は、経営者の全面指揮下にある内

部監査部門の活動結果に依拠して経営（者）

を監視・監督することはできない。また、「連

比較項目 監査役会 Audit�Committee

取締役会との関係
メンバー
常勤者の設置

取締役会から独立
半数以上が社外監査役
１名以上必須

取締役会の下部機関
全員が独立社外取締役
常勤者は不要

取締役会での議決権
代表取締役選・解任権
取締役に対する提訴権
独立調査権
差止請求権
会計監査人選・解任権

　　無
　　無
　　有
　　有
　　有
　　有（注８）

　　　有
　　　有
　　　無
　　　無
　　　無
　　　有

会計監査
業務監査
内部監査部門との関係

会計監査報告の相当性判断（直接）
内部統制システム監査等（直接）
連携する先

会計監査報告のレビュー（間接）
内部監査報告のレビュー（間接）
監査機能上の指揮命令先

（表１）　監査役会と英米型Audit�Committee の主な比較

Relationship�with�administrative�sections,�such�as�internal�audit�division
　�Although�A&S�Board�and�respective�administrative　sections　are�expected�to�collaborate�with�each�
other,�A&S�Board�has�no�authority�to�direct�them�because�they�are�under�the�control�of�management.
　（以下、当研究会の訳）
内部監査部門その他モニタリング機能を所管する部署（内部監査部門等）との関係
　�監査役会と内部監査部門等は、相互に協働することを期待されているが、監査役会は経営者の指揮下に
ある内部監査部門等に対して直接指揮する権限を有しない。

（出典）日本監査役協会の海外向け英文説明書（注12）より抜粋（日本文は当研究会の訳）。

（表２）監査役会は内部監査部門等を直接指揮できないとの見解　
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携」や「協働」というあいまいな関係では、

表面的かつ部分的な情報交換の域を超えるこ

とは難しい。

合理的でかつ実効性があるのであれば、取

締役会で決議して監査役会が内部監査部門を

直接指揮できるように改めれば済むことであ

るが、日本企業の社長と監査役会双方の共通

認識は、現時点では上記説明書のとおりであ

る。

一方、英米のAudit�Committee は、内部監

査部門の監査機能上の報告先となり、同部門

を自らの監査資源として明確に位置付けてい

る。監査機能上の基本的な重要事項をレビュ

ーし承認している。

Ⅲ．内部監査部門が抱えている課題

Ⅲ－１．経営への貢献度のバラつき
内部監査機能は、会社法や上場規程で義務

付けられておらず、その体制、要員、運営、

実務は各社各様である。結果として、企業経

営への貢献度にも大きな差が生じている。

上場会社で、まだ内部監査機能を有してい

ない会社が約５％、組織はあるが専任者を配

置していない会社が約10％存在している（注

13）。しかし、「コード」は、内部監査部門の

存在を当然の前提としているので、機能を有

しない会社はそれだけでガバナンス不在と評

価されかねず、今後は設置が進むものと思わ

れる。

組織上の位置付けは、経営者直属が89％

（社長直属83％、その他の役員直属６％）と

圧倒的に多く、ガバナンス機関（取締役会、

監査役会、監査委員会）直属は４％のみであ

る（注14）。

要員数は近年急速に増加しているものの、

上場会社の約51％がまだ１～３名、10名以上

は20％弱である（注14）。一方、100名を超え

る要員数を開示している会社も見られる。

要員の多くは、社内ローテーションの一環

として、あるいは高年齢社員が配置されてお

り、在任期間も数年と短い。内部監査の専門

家は少なく、かつ専門家が会社間を移動する

ことはまれであるので、部門の運営手法や監

査実務はそれぞれの会社の中で長年踏襲して

きたやり方を漸進的に改善しているのが現状

である。世界のベストプラクティスを集大成

した国際基準（注15）の考え方や手法を十分

に取り入れている会社はまだ少ない。

ルール違反を指摘して是正を求めるだけの

いわゆる準拠性検査の域にとどまっていると

ころから、経営上の重要課題（ガバナンスの

テーマなど）を果敢に取り上げて根本原因を

追究し改善のための提言をしている会社ま

で、企業経営への貢献度の面では著しいバラ

つきがみられる。

このようなバラつきは、社長と監査役（会）

が「内部監査を経営の重要なツールとして活

用しよう」と、どの程度深く意識しているか

によって生じている。

Ⅲ－２．社長からの独立性の欠如
日本企業のほとんどの内部監査部門は、経

営者（社長）直属の組織として位置付けられ

ており、社長の目となり耳となって経営に貢

献しようと努力している。

社長が後ろ盾になっているので、社内の各

部門や子会社などの監査対象からは独立性を

確保できているが、社長からの独立性は担保

されていない。

内部監査部門が職責を果たす上で障害とな

る事例と、それを除去する手段は、表３のと

おりである。

内部監査部門が社長直属であれば、表３の

①と②のケースは問題にならない。しかし、

③と④のケースを回避することはできない。

内部監査部門が社長から独立していなけれ

ば、社長が深く関与している取引や組織の監

査、あるいは社長が望まないテーマの監査は

できない。監査を実施できたとしても、その
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結果は社長の意向を反映したものになりかね

ない。

内部監査部門には、本来、ガバナンス機能

の重要な一部を担うことが期待されている

が、社長からの独立性が担保されていないと

経営（者）の監視・監督面で貢献することは

できない。

Ⅲ－３．不十分な品質向上のための取り
組み
内部監査部門は、内部監査の対象にならな

い唯一の部署であり、監査の品質について評

価を受ける機会が少ない。一定の監査品質を

維持し、さらに向上するためには、まずは日

常的に監査業務をモニタリングするととも

に、定期的な自己評価、または監査役等を含

む社内適格者による定期評価を毎年実施しな

ければならない（注16）。

更に、少なくとも５年に１度は国際基準が

求めている外部評価（社外の適格にして独立

した者による評価）を受けて、国際基準への

適合性評価、内部監査部門の有効性と効率性

の評価、そして改善のための機会を明らかに

して、内部監査の高度化を目指すことが必要

である（注16）。

評価の結果は、取締役会・監査役会および

社長に報告して、改善につなげなければなら

ない。また事業報告やアニュアルレポートな

どで評価結果を積極的に開示することが望ま

れる。

毎年の内部評価と、５年ごとの外部評価を

通じて監査品質の高度化に真剣に取り組んで

いる会社はまだ少数である。

Ⅲ－４．世界の標準的な考え方とのギャ
ップ
グローバル化が急速に進展し、製品も、サ

ービスも、株式も国境を越えて取引されてい

る今、内部監査業務は世界の標準的な考え方

の下で国際基準に準拠して実施することが必

要である。

内部監査部門の位置付けおよび、同部門と

Audit�Committee との関係については、以下

のような世界標準の考え方が定着している。

日本の考え方とのギャップを認識して、その

縮小・解消に努めなければならない。

⑴　監督機能の一部として位置付けられて
いる
ＩＩＡ（内部監査人協会）によれば、内部

監査部門の役割と権限は、次のように規定さ

れている（表４）。

すなわち、内部監査部門は決して社長のた

めにのみ設置される部門ではなく、ガバナン

ス機関（日本の監査役会を含む）の監督機能

の一部としての役割を担うとの位置付けが世

誰からの
独立性か

監査業務遂行上の障害になる事例 障害除去（＝独立性確保）の手段

監査対象組織
の長（部門長
や子会社社
長）からの独
立性

①�監査対象組織の長が、内部監査人の人事に
影響を与える立場、あるいはかつての上司
である場合
②�監査対象組織の長が、内部監査の範囲や活
動を制約する、あるいは内部監査の指摘・
提言を無視する場合

・�監査対象組織とは別の指揮命令下にあるこ
と。グループ内全組織からの独立性を確保
するには、親会社の最高経営責任者（社長）
に直属すること。

経営者（社長）
からの独立性

③�経営者が内部監査の範囲や活動を制約す
る、あるいは内部監査の結果を歪曲する場合
④�経営者が取締役会や監査役会への監査結果
の報告を差し止める場合

・�ガバナンス機関の指揮命令下にあること。
※�子会社の内部監査部門は、親会社の内部監
査部門の指揮命令下にあれば、子会社社長
からの独立性を確保することができる。

（表３）独立性のレベル
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界の標準的な考え方である。

米国ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）

の上場規則では、「上場会社は、会社のリス

クマネジメントプロセスと内部統制システム

の現状を評価してその結果を経営者とAudit�

Committee に提供するために、内部監査機能

を備えなければならない」と定めている（注

18）。また、Audit�Committee の目的の一つ

として、内部監査機能の業務遂行の監視を

Audit�Committee�Charter に明示することを

求めている。

なお、英米のAudit�Committee に匹敵する

日本の機関は、監査役会（監査役会設置会社

の場合）、監査委員会（指名委員会等設置会

社の場合）、監査等委員会（監査等委員会設

置会社の場合）である。

⑵　「３つのディフェンスライン」の考え
方が定着している
「The�Three�Lines�of�Defense（３つのディ

フェンスライン）モデル」の考え方が、効果

的なリスク管理と内部統制のシステムとして

世界中で広く認知されている（注19）。

1st�Line は、日常のオペレーションに組み

込まれた現場での管理の仕組みである。2nd�

Line は、1st�Line の管理を支援あるいは監視

するために経営者が設置する支社や本社での

モニタリング機能である。

内部監査部門は、3rd�Line（３番目の防御

線）として、最高レベルの独立性と客観性に

基づいてガバナンス機関と社長に包括的なア

シュアランスを提供する機能と位置付けられ

ている。2nd�Line（リスク管理部、コンプラ

イアンス部、品質保証部などのモニタリング

部署）の活動に任せられるものは任せ、その

活動が有効に機能しているのかを監査する立

場である。

内部監査部門とその他のモニタリング部署

を同列に並べる考え方（注11）を採ると、モ

ニタリング業務の重複が生じ、「何度も同じよ

うな監査を受けている。どこが違うのか理解

できない」との監査対象部門の不満が広がる

恐れがある（図１）。

⑶　ガバナンス機関と社長への「２系統の
報告経路」が確立している
内部監査部門が監督機能の一部を担う

以上、社長からの独立性確保は必須であ

る。このため、ガバナンス機関であるAudit�

Committee が内部監査部門に対して監査機能

上の指揮命令（Functional�reporting）を、社

長は部門運営上の指揮命令（Administrative�

reporting）を行う、いわゆる「２系統の報告

経路（Dual�reporting� line）」システムの考え

方が今や、世界中のデファクトスタンダード

となっている（注20）。

ＩＩＡの調査によれば、北米の内部監査部

門の84％が Audit�Committee を監査機能上の

報告先（指揮を受ける先）としている。また、

90％以上の内部監査部門長が、報告先である

Audit�Committee の会合に常時出席している

（注21）。なお、北米においても、10数年前ま

では、ＣＥＯあるいはＣＦＯに直属している

内部監査部門長が、Audit�Committee メンバ

ーと直接顔を合わせるようなことはほとんど

なかった。Audit�Committee が本来の役割を

内部監査部門の役割
　�内部監査部門は、取締役会、Audit�Committee あるいはその他のガバナンス機関（以下、Board という）
によって設立される。内部監査部門の責務は、Board の監督機能の一部として、Board によって明確に
定められる。
内部監査部門の権限
　内部監査部門は、Board に対して自由かつ無制限に意思疎通を図ることができる。

（出典）ＩＩＡのModel�Internal�Audit�Activity�Charter（注17）より抜粋。

（表４）内部監査部門の役割と権限
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果たす上での必要性に迫られて、内部監査部

門を監査機能上指揮する仕組みが徐々に定着

したものである。

日本の内部監査部門は、多くが社長直属組

織として社長の全面的な指揮下にあり、ガバ

ナンス機関である監査役会との指揮命令関係

は存在しないとしている点が、世界標準の考

え方との最大のギャップである（図２）。

⑷　監査機能上指揮を受ける事項が明らか
にされている
Audit�Committee が監査機能上指揮する事

項および、社長が部門運営上指揮する事項は、

ＩＩＡの国際基準で明らかにされている。Ｉ

ＩＡのModel�Internal�Audit�Activity�Charter�

およびModel�Audit�Committee�Charter�にも、

監査機能上の指揮事項が記載されている。

監査機能上の指揮とは、

ガバナンス機関が内部監査

部門の組織上の独立性を担

保して、同部門に本来の機

能を発揮させるための行為

である。個々の内部監査実

務の細部にまで口を出すの

ではなく、あくまでも重要

事項についての指揮である。

一方、部門運営上の指揮

とは、社長が社内組織の一

つである内部監査部門が

日々の業務を円滑に進めら

れるように、社内の環境を

整えることである。社内各

層に内部監査への協力を指

示するとともに、内部監査部門の予算や人事

の管理あるいは内部監査の方針や手続の管理

などを行う。

国際基準では、通常行われる二つの指揮の

内容を、表５のように示している。特に重要

なものは、ガバナンス機関による年間監査計

画の承認である。今年はどのテーマを監査し、

どのテーマを監査しないのか、リスク評価を

ベースにして決定する際に、社長の意向に加

えガバナンス機関の意向が十分に反映されな

ければならない。

（図１）３つのディフェンスラインモデル

（出典）ＩＩＡのPosition�Paper（2013年１月）より抜粋。訳は『月刊監査
研究』2014年４月号２頁より。

（図２）日本の監査役会・英米のAudit�Committee と内部監査部門の関係

日本の現状 Vs. 英米の現状

社長 監査役会 社長 Audit Committee

全面指揮 連携 部門運営上指揮 監査機能上指揮

内部監査部門等 内部監査部門

出典：ECIIA/FERMA�Guidance�on�the�8th�Company�Law�Directive,�article�41
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Ⅳ．課題を克服するための提言

監査役会と内部監査部門が抱える前記のよ

うな課題を克服して、日本企業のガバナンス

を向上するため、以下の３点を提言する。

１�．監査役会と社長への「２系統の報告経

路」の確立

２�．監査役会と内部監査部門の真の協働体

制構築

３�．日本内部監査協会と日本監査役協会の

共同研究推進

Ⅳ－１．監査役会と社長への「２系統の
報告経路」の確立
内部監査部門は、ガバナンスの専門機関で

ある監査役会から内部監査機能上の重要事

項について指揮を受け、社長からの独立性

を担保する仕組みを確立する。以下の具体

的な手順を経て、「２系統の報告経路（Dual�

reporting�line）」システムを導入する。

⑴　監査役（会）と内部監査部門長の合意
内部監査部門の位置付けについて意見交換

し、あるべき姿を確認する。内部監査部門長

には、次の点を理解してもらう必要がある。

①�　内部監査部門は、ガバナンス機能の重

要な一角を担う役割を期待されているこ

と。

②�　社長から組織上独立している必要があ

ること。社長からの独立性を担保する後

ろ盾は、監査役会と独立社外取締役であ

ること。

③�　内部監査部門は、監査役会の活動に貢

献する監査も求められていること。

⑵　社長の理解取得
まずは、内部監査機能の有用性について、

社長の理解を得なければならない。その上で、

Dual�reporting� line の意義を納得してもらう

必要がある。　　

社長に説明して理解を得るのは、監査役会

にしかできない仕事である。

①�　内部監査はＰＤＣＡ経営のツールとし

て必要かつ、有効な機能であること。

　　�　社長は、自らの関心事や懸念事項を監

査計画に反映させる。内部監査部門には、

監査結果を踏まえて思い切った改善のた

めの提案をさせ、監査対象部門には改善

のための措置計画を策定させて実行を促

す。

　　�　このような機能は、社長が経営を推進

Functional�
reporting
（監査機能上の
指揮・監督事項）

・内部監査基本規程を承認すること。
・内部監査部門で実施するリスク評価およびそれに関連する監査計画を承認すること。
・�内部監査活動の結果などに関する内部監査部門長からの報告を受けること。これには、
最高経営者が同席しない取締役会と内部監査部門長との非公開打合せや、内部監査部
門の組織上の独立性にかかる年１度の報告が含まれる。
・�内部監査部門長の業績評価、任命または解任に関する、すべての決定事項を承認する
こと。
・内部監査部門長の報酬を承認すること。
・�内部監査部門長がその責任を果たすことを阻害するような監査範囲や予算の制約が存
在するか否かを判断するために、最高経営者および内部監査部門長に適切な質問をす
ること。

Administrative�
reporting
（部門運営上の
指揮・監督事項）

・予算の策定および実績の管理
・内部監査人の人事評価や報酬を含めた人事管理
・内部のコミュニケーションおよび情報交換
・内部監査部門の方針および手続の管理

（出典）ＩＩＡ�実践要綱「1110-1：組織上の独立性」より抜粋。

（表５）Functional�reporting と Administrative�reporting の通常の行為
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する上での必須機能である。

②�　経営に役立つ機能として活用するに

は、十分な監査資源（適正な人数と質）

の確保と、内部監査の指摘・提言を前向

きに受け入れる社風の醸成が不可欠であ

ること。

③�　社内外から信頼されるガバナンス体制

とするためには、Dual�reporting� line を

制度化して、内部監査部門の社長からの

独立性を担保する必要があること。

　　�　なお、今回の改正会社法施行規則では、

監査役の補助使用人（監査役スタッフ）

の独立性と指示の実効性確保について定

めるように求められているが、内部監査

部門長についても、補助使用人と同レベ

ルの独立性を担保する。

④�　監査役会は、内部監査の重要事項につ

いて「監査機能上の指揮」を行うこと。

以下の重要事項については、社長の合意

を得た上で、監査役会が取締役会決議に

先立って事前承認すること。

　・内部監査基本規程の改定

　・年度監査計画の策定とその期中変更

　・内部監査部門長の異動

　・�その他内部監査活動について監査役会

が重要と判断する事項

⑤�　Dual�reporting� line の導入を社内外に

わかりやすく示すには、内部監査部門長

（部門員ではなく）の監査役会スタッフ

兼務の発令が有効であ

ること。

⑶　取締役会の承認
社長の合意を得た後、取

締役会で Dual�report�ing�

line の確立を正式に決議す

る。とりわけ、独立社外取

締役に趣旨を理解してもら

い、サポートを得ることが

肝要である。

⑷　内部監査基本規程の改定
内部監査部門は、監督機能の一翼を担って

いること、内部監査機能上の重要事項につい

て監査役会からの指揮命令を受けることなど

の基本事項を規程上明らかにしておく。なお、

基本規程は、毎年、見直しして改定すべき点

があれば監査役会の事前承認を得た後、取締

役会で決議する。

⑸　監査役会規程の改定
ＩＩＡのModel�Audit�Committee�Charter

などを参考にして、監査役会規程を改定する。

監査役会の基本的な役割である「経営（者）

の監視・監督機能」を担っていることや内部

監査部門を監査機能上指揮する点を明記す

る。

なお、監査役監査基準も、同様の趣旨で改

定する。

⑹　コーポレートガバナンス体制図への反
映
従来のコーポレートガバナンス体制図で

は、監査役会と内部監査部門の関係について

「連携」と記載されることが多かった。連携

の意味するところは、あいまいで理解されに

くい。

監査機能上の指揮命令関係を、「指揮」・「報

告」と明記し、内部監査部門の独立性が担保

されていること、および監査役会が同部門を

監査資源として活用する関係にあることを明

らかにする（図３）。
（図３）ガバナンス体制図の改定案

代表取締役社長

基本方針等の決定・監督
経営（者）の監視・監督

報告

監査機能上
の指揮

部門運営上
の指揮

報告

内部監査部門

取締役会 監査役会
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⑺　事業報告などでの開示
会社法施行規則の改正により、事業報告で

は「内部統制システム運用状況の概要」の開

示が求められている。

内部監査部門は、監査役会へ監査機能上の

報告経路を有していること、および監査役会

と協働して積極的に活動していることをわか

りやすく開示する。

加えて、諸開示資料（アニュアルレポート、

有価証券報告書、コーポレートガバナンス報

告書、社内報、イントラネットなど）にも、

わかりやすい説明を記載する。

Ⅳ－２．監査役会と内部監査部門の真の
協働体制構築
監査役会及び内部監査部門の両機関は、お

互いの強みを活かし、弱みを補完しながら期

待されている監視・監督機能を発揮しなけれ

ばならない。そのために真剣な対話と共同作

業を通じて、実効ある協働体制を構築して実

施する。

⑴　定期会合の開催
①　頻度・メンバー

�　監査役（社外監査役を含む）、監査役ス

タッフ、内部監査部門長（主要な部門員を

含む）は、少なくとも毎月１回、定期会合

の場を設け、緊密なコミュニケーションを

図る。

�　常勤監査役だけでなく、社外監査役も出

席できるように配慮して開催日時を決定す

る。

②　話し合うべきテーマ

　・協働の必要性確認

　　�　ガバナンス機能を担っている役割の認

識を新たにして、なぜ両機関の協働が会

社の持続的な成長にとって重要か、を確

認する。

　・リスク認識の共有

　　�　会社が抱える重要リスクについて意見

交換して、相互認識を深める。

　　�　特に、会社にとって許容できないので

はないかと思われる水準のリスクを社長

が許容していないか、を検討する。

　・年間監査計画の策定

　　�　年間監査計画策定時には、内部監査部

門長が社長の意向や関心事を十分に聴取

した上で、その意味するところを監査役

と吟味することが望ましい。監査役会が

求める監査テーマ（例えば、取締役会の

意思決定プロセス、社長のコンプライア

ンス意識の社内浸透度などのガバナンス

に関するテーマ）を計画に織り込むこと

を検討する。

　　�　社長の了解を得る必要があれば、監査

役会が必要に応じてサポートする。

　・監査結果の報告

　　�　相互に監査結果を報告して意見交換す

る。報告書に記載されなかった事項、フ

ォローアップすべき事項、社長に伝える

こと、取締役会へ伝えることなどについ

て話し合う。

　・情報交換

　　�　監査役会からは、取締役会・経営会議

など重要会議の審議結果、グループ会社

監査役会の状況、会社法・上場規程の改

定などの情報を提供する。

　　�　内部監査部門からは、海外におけるガ

バナンスや内部統制の最新動向、グルー

プ会社（海外子会社を含む）内部監査部

門長会の状況などを伝える。

⑵　監査役会から内部監査部門への支援
①　内部監査の品質向上

�　個々の報告書を通じて、あるいは継続的

モニタリングと定期的自己評価の実施状況

を聴取して、改善のための措置を支援する。

�　国際基準で求められている最低でも５年

に１度の外部評価を受けることを促すとと

もに、社長を含む社内関係部署の理解取得

を支援する。

②　内部監査実施面での障害排除と改善提言
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のフォローアップ支援

　　監査対象部門の協力が得られない場合、

監査役（会）が必要な支援を行う。

③　予算・要員の確保を支援

　　適切な人員を確保できているか、部門員

教育の予算は十分か、などを検証し、社長

に対して必要な進言を行う。

④　内部監査部門長および部門員の成長を支

援

　　監査役にとって、内部監査部門員は一番

身近にいる大事な社員である。社外セミナ

ーへの出席、他社との交流、ＣＩＡ（公認

内部監査人）資格の取得などを後押しして、

成長を促す。内部監査部門長は将来の監査

役候補者の一人であり、部門員は監査役ス

タッフに異動することもあり得る。

　　なお、上場会社の社内出身監査役の10.7

％は、前職が内部監査関係部長である（注

22）。この比率は、2006年の6.8％から年々

増加している。

⑤　内部監査部門長への激励

　　内部監査部門長は、役目上孤独感を覚え

ることも少なくない。監査役からの激励は、

何よりの励みになる。

⑶　非業務執行役員と内部監査部門長の対
話促進
複数の独立社外取締役導入が進むととも

に、監査役（会）および内部監査部門との対

話を制度化する必要が高まってきた。

監査役会メンバー（社外監査役を含む）は、

独立社外取締役が自らの役割（特に経営（者）

の監視・監督役割について）をどのように認

識しているのかを確認した上で、「非業務執行

役員会」などの定期開催の必要性を判断する。

開催する場合は、内部監査部門長も参加させ、

「ガバナンス体制は機能しているか」、「必要な

情報が社外役員に伝達できているか」などを

確認する場として活用する（図４）。

Ⅳ－３．日本内部監査協会と日本監査役
協会の共同研究推進
上記の「提言１．監査役会と社長への「２

系統の報告経路」の確立」、および「提言２．

監査役会と内部監査部門の真の協働体制構

築」を実現するためには、日本内部監査協会

と日本監査役協会が協力して関係者の理解取

得と普及に尽力しなければならない。

まずは、共同研究の場を設定し、以下に着

手することを提言したい。

⑴　共同研究推進についての両協会の理事会

承認

提言１、２とも、従来の考え方を変革する

もので、社長をはじめとする関係者の理解を

得るには相当の時間とエネルギーが必要であ

る。

しかし、いずれも日本企業のガバナンスを

向上するためには避けて通れない課題である

ので、両協会の理事会で、共同研究の推進を

機関決定する。

なお、今回の会社法改正を受けて、「監査

等委員会」を採用した会社が既に200社ほど

に達しているが、同委員会は、自ら監査する

というよりも、会社の内部統制システムを活

用して役割を遂行することが前提になってい

る。まさに、内部統制システムの監査を担当

する内部監査部門の活用が前提と言い換える

こともできる。

監査役会、監査等委員会、監査委員会にと

って、本提言の実現は共通の課題と認識すべ

きと考える。

（図４）日本型ガバナンス体制の理想形

従来のガバナンス体制 （取締役会）＋監査役会

これからの理想形 取締役会（独立社外取締役）＋監査役会＋内部監査部門
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⑵　共同研究のテーマ
①　両協会員（監査役および内部監査部門員）

への趣旨説明文書

　　監査役と内部監査部門の本来の役割、業

務内容、法的根拠、課題、あるべき姿など

を解説した説明文書を作成する。

　　Dual�reporting�line などについては社長

の理解を得る必要があるので、社長も念頭

に置いたわかりやすい文書とする。

②　監査役会規程、監査役監査基準、内部監

査基本規程などのひな型

ＩＩＡのモデルを参考にしながら、関係規

程のひな型を作成する。

③　監査役会と内部監査部門の協働指針

　　日本監査役協会は、これまでに監査役会

と会計監査人の連携に関する指針を数度発

信しているが、これにならい、内部監査部

門との協働実務のベストプラクティスを集

めて指針をまとめる。

④　英米のAudit�Committee と内部監査部門

の関係の実態調査

　　特に、Functional�reporting と Admin�is-

tra�tive�reporting の実例を、英米の企業か

ら集めて、日本企業が採用できるベストプ

ラクティスをまとめる。

⑤　「コード」の改定案

　　「コード」は、これからも更に改定が加

えられるものと思われる。監査役会と内部

監査部門の役割やお互いの関係を織り込む

ための改定案を前もってまとめておき、タ

イミングを見計らって関係機関へ提言する。

⑶　両協会でのセミナー開催

　　両協会の共催で、セミナーを開催し、会

員への周知を図る。

　　なお、日本内部監査協会は、「内部監査と

監査役の連携についての研修会」を2010年

から毎年、開催している（東京、大阪、名

古屋で延べ11回開催）が、これを今後とも

継続する。
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【座長の所感】
当研究会のメンバーは、豊富な職務経歴を持ち監査役会と内部監査部門の両業務を深く理解していたの

で、３年間にわたり活発かつ有意義な議論ができた。この間、2013年９月の日本内部監査協会第47回内部
監査推進全国大会の全体研究会で、㈱日本取引所グループ　斉藤惇取締役兼代表執行役グループＣＥＯ（当
時）が“日本の内部監査部門は経営トップにつながっており、社長からの独立性を制度的に確立できてい
ない。ガバナンス上、日本は特異な国であると言われている理由の一つだ”と指摘されたことが思い出さ
れる。
また、2015年７月20日に東芝の調査報告書が発表され、再発防止策の一つとして「内部監査部門は、社

長やCFOを統括責任者とせず、経営トップからの独立性を確保すべきである」と述べられていた。我々の
提言の核心である監査役会と社長への「２系統の報告経路」と同じ考えであることがわかり、意を強くした。
多くの会社で「２系統の報告経路」が定着して、社長と監査役の双方に貢献する内部監査部門が増える

ことを願っている。本論文がその契機となれば望外の喜びである。
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